
  

○ 多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2255 号農林水産省農村振興局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線の部分は改正部分）  

改            正            後 現                       行 

 

第１ 農地維持支払交付金 

 １～13（略） 

  

14 証拠書類の保管 

（１）・（２）（略） 

（３）（１）及び（２）に基づき保管すべき証拠書類のうち、電磁的記録により保管が可

能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

15（略） 

 

第２ 資源向上支払交付金 

１～16（略） 

 

17 証拠書類の保管 

（１）・（２）（略） 

（３）（１）及び（２）に基づき保管すべき証拠書類のうち、電磁的記録により保管が可

能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

18 財産の管理等 

（１）～（４）（略） 

（５）（３）に基づき整備保管すべき財産管理台帳及びその他関係書類のうち、電磁的記

録により整備保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

19（略） 
 

第３～第５（略） 

 

 

第１ 農地維持支払交付金 

 １～13（略） 

 

14 証拠書類の保管 

（１）・（２）（略） 

（新設） 

 

 

15（略） 

 

第２ 資源向上支払交付金 

１～16（略） 

 

17 証拠書類の保管 

（１）・（２）（略） 

（新設） 

 

 

18 財産の管理等 

（１）～（４）（略） 

（新設） 

 

 

19（略） 
 

第３～第５（略） 

 
附 則（令和４年４月１日付け３農振第 3016 号） 

１ この通知は、令和４年４月１日から施行する。 
２ この通知による改正前の本要領に基づき令和３年度までに交付された多面的機能支払交付金による活動については、なお従前の例による。 

 



  

改            正            後 現                       行 

 

実施要領 別記 一覧（略） 

 

（別記１－１） （略） 

 

（別記１－２）  

国が定める活動指針及び活動要件 

 

第１ （略） 

 

第２ 国が定める活動要件の考え方 

１ （略） 

２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

（１）～（４）（略） 

（５）多面的機能の増進を図る活動については、任意の実施とし、次のとおりとする。 

ア 活動内容を定めた上で毎年度実施する。 

イ 広報活動・農的関係人口の拡大は毎年度実施する。ただし、対象農用地に要領

第１の４の（８）の農業地域類型区分の「中間農業地域」若しくは「山間農業地

域」が含まれる場合又は要領第１の４の（９）の８法地域に該当する場合は、広報

活動・農的関係人口の拡大の実施を必ずしも求めるものではない。 

３ （略） 

 

第３ 活動指針及び活動要件 

１ （略） 

 

 ２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

（１）・（２）（略） 

 

（３）多面的機能の増進を図る活動 

活動区分 活動項目 活動要件 

多面的機能の増進を図る

活動 

52 遊休農地の有効活用 任意の実施とし、実施

する場合は、活動項目

を選択した上で、毎年

度実施するとともに、

広報活動・農的関係人

口の拡大を毎年度実施

する。 

53 鳥獣被害防止対策及び環境改

善活動の強化 

54 地域住民による直営施工 

55 防災・減災力の強化 

56 農村環境保全活動の幅広い展

開 

 

実施要領 別記 一覧（略） 

 

（別記１－１） （略） 

 

（別記１－２）  

国が定める活動指針及び活動要件 

 

第１ （略） 

 

第２ 国が定める活動要件の考え方 

１ （略） 

２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

（１）～（４）（略） 

（５）多面的機能の増進を図る活動については、任意の実施とし、次のとおりとする。 

ア 活動内容を定めた上で毎年度実施する。 

イ 広報活動は毎年度実施する。ただし、対象農用地に要領第１の４の（８）の農

業地域類型区分の「中間農業地域」若しくは「山間農業地域」が含まれる場合又は

要領第１の４の（９）の８法地域に該当する場合は、広報活動の拡大の実施を必ず

しも求めるものではない。 

３ （略） 

 

第３ 活動指針及び活動要件 

１ （略） 

 

 ２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

（１）・（２）（略） 

 

（３）多面的機能の増進を図る活動 

活動区分 活動項目 活動要件 

多面的機能の増進を図る

活動 

52 遊休農地の有効活用 任意の実施とし、実施

する場合は、活動項目

を選択した上で、毎年

度実施するとともに、

広報活動を毎年度実施

する。 

53 鳥獣被害防止対策及び環境改

善活動の強化 

54 地域住民による直営施工 

55 防災・減災力の強化 

56 農村環境保全活動の幅広い展

開 



  

改            正            後 現                       行 

57 やすらぎ・福祉及び教育機能

の活用 

58 農村文化の伝承を通じた農村

コミュニティの強化 

59 都道府県、市町村が特に認め

る活動 

60 広報活動・農的関係人口の拡 

大 

 

３ （略） 

 

第４ 活動の説明 

 １ （略） 

    

２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

（１）・（２）（略） 

（３）多面的機能の増進を図る活動 
52 遊休農地の有効活用（略） 

 

53 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化（略） 

 

54 地域住民による直営施工（略） 

 

55 防災・減災力の強化（略） 

 
56 農村環境保全活動の幅広い展開（略） 

 

57 やすらぎ・福祉及び教育機能の活用（略） 

 
58 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化（略） 

 
59 都道府県、市町村が特に認める活動（略） 

 

60 広報活動・農的関係人口の拡大 

  ・ 多面的機能支払交付金の活動に対する多様な主体の参画の促進や地域 

外からの呼び込みによる農的関係人口の拡大のために、パンフレット、 

機関誌等の作成・頒布、看板の設置、インターネットのホームページの 

57 やすらぎ・福祉及び教育機能

の活用 

58 農村文化の伝承を通じた農村

コミュニティの強化 

59 都道府県、市町村が特に認め

る活動 

60 広報活動 

 

 

３ （略） 

 

第４ 活動の説明 

 １ （略） 

    

２ 資源向上活動（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

（１）・（２）（略） 

（３）多面的機能の増進を図る活動 
52 遊休農地の有効活用（略） 

 

53 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化（略） 

 

54 地域住民による直営施工（略） 

 

55 防災・減災力の強化（略） 

 
56 農村環境保全活動の幅広い展開（略） 

 

57 やすらぎ・福祉及び教育機能の活用（略） 

 
58 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化（略） 

 
59 都道府県、市町村が特に認める活動（略） 

 

60 広報活動 

  ・ 多面的機能支払交付金の活動に対する多様な主体の参画を促進するた 

めに、パンフレット、機関誌等の作成・頒布、看板の設置、インターネ 

ットのホームページの開設・更新等の活動を行うこと。 



  

改            正            後 現                       行 

開設・更新等の活動を行うこと。 

 

３・４（略） 

 

（別記１－３） （略） 

 

（別記１－４） （略） 

 

（別記１－４様式） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（別記１－５） （略） 

 

（別記１－５様式第１号） 

【参加集落（活動組織）から運営委員会に提出するもの】       農林水産省様式 

 

 

 

（別記３－１） 

市町村が行う対象組織の農地維持活動及び資源向上活動の実施状況の確認について 

 

第１～第４（略） 

 

第５ 確認結果の通知等 

市町村長は、第１から第４までの書類確認及び現地確認を終了後、確認後のチェック 

シートについては、実施状況確認報告書（様式第２－３号）に添付して都道府県知事に 

提出するとともに、対象組織に必要に応じて送付する。 

 

 

第６（略） 

 

（別記３－１様式第１号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

        

 

３・４（略） 

 

（別記１－３） （略） 

 

（別記１－４） （略） 

 

（別記１－４様式） 

（新設） 

 

 

 

（別記１－５） （略） 

 

（別記１－５様式第１号） 
（新設） 

 

 

 

（別記３－１） 

市町村が行う対象組織の農地維持活動及び資源向上活動の実施状況の確認について 

 

第１～第４（略） 

 

第５ 確認結果の通知等 

市町村長は、第１から第４までの書類確認及び現地確認を終了後、確認後のチェック 

シートについては、実施状況確認報告書（様式第２－３号）に添付して都道府県知事に 

提出するとともに、確認通知書（別記３－１様式第５号）に添付して対象組織に必要に 

応じて送付する。 

 

第６（略） 

 

（別記３－１様式第１号） 

（新設） 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（別記３－１様式第２号） 

【市町村が作成・保管するもの】                  農林水産省様式 

 

年度 認定農用地注１）確認野帳 

 

 

（別記３－１様式第２号） 

【市町村が作成・保管するもの】                  農林水産省様式 

 

〇年度 認定農用地確認野帳 

 

 

 

（別記３－１様式第３号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記３－１様式第４号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

（別記３－１様式第２号） 

（新設） 

 

年度 認定農用地注１）確認野帳 

 

 

（別記３－１様式第２号） 

（新設） 

 

〇年度 認定農用地確認野帳 

 

 

 

（別記３－１様式第３号） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記３－１様式第４号） 

（新設） 

 

 

（新設） 



  

改            正            後 現                       行 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記５－１）～（別記６－１） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別記５－１）～（別記６－１） （略） 

 



  

 

改            正            後 現                       行 

多面的機能支払交付金実施要領 様式集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１－１号） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第１－２号） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第１－３号） 
【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

 

 

 

多面的機能支払交付金実施要領 様式集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１－１号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第１－２号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第１－３号） 
（新設） 

 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添２）

      　　　年　　　月　　　日

分類
番号

分類
記号

年齢
分類
記号

構成員⼀覧

役職名
⽒名

（代表者名、
団体名）

住所

多⾯的機能
⽀払

中⼭間地域等
直接⽀払

環境保全型農業直接⽀払

国際⽔準GAPの実
施に係る取組意思確
認

□ 国際⽔準ＧＡＰ
を実施します。

□ 国際⽔準ＧＡＰ
を実施します。

□ 国際⽔準ＧＡＰ
を実施します。

注１：「多面的機能支払」及び「環境保全型農業直接支払」の欄は、各支払に取り組む者に○印を記入。
　　　「中山間地域等直接支払」の欄は、署名。

□ 国際⽔準ＧＡＰ
を実施します。

□ 国際⽔準ＧＡＰ
を実施します。

注6：「国際水準GAPの実施」とは、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の項目に係るGAPに関する指導・研修を通じ理解し、
　　　その理解に基づきGAPの取組を実施することをいう。

注２：多面的機能支払に取り組む場合は、「分類番号」を分類番号リストの１～１３から選択。

注３：「農業者」とは、協定に位置付けられている農用地において農業生産活動等（多面的機能支払においては、耕作又は養畜）を実施する
　　　農業者又は団体である。

注４：中山間地域等直接支払の場合には、「分類記号」を分類記号リストのA～Mから選択するとともに、「年齢分類記号」を年齢分類記号リストの
         ア～コから選択。

注5：「国際水準GAPの実施に係る取組意思確認」の欄は、各構成員に意思確認の上、□にチェックを入れる。

多⾯的機能⽀払分類記号リスト
個⼈とし
て参加

1 農業者個⼈

2 農事組合法⼈
3 営農組合
4 その他の農業者団体

個⼈とし
て参加

5 農業者以外個⼈

6 ⾃治会
7 ⼥性会
8 ⼦供会
9 ⼟地改良区
10 JA
11 学校・PTA
12 NPO
13 その他の農業者以外団体

農
業
者

農
業
者
以
外

団体とし
て参加

団体とし
て参加

中⼭間地域等直接⽀払分類記号リスト
A 交付農⽤地を持つ農業者
B 交付農⽤地を持たない農業者
C 農地所有適格法⼈
D 特定農業法⼈

E
その他法⼈
（NPO法⼈、公益法⼈等）

F 機械・施設共同利⽤組織
G 農作業受委託組織
H 栽培協定
I その他の組織
J ⼟地改良区
K ⽔利組合
L ⾮農業者（⼈）
M その他

農業者
（⼈）

法⼈

農業⽣産
組織

その他

年齢分類記号リスト
ア 39歳以下
イ 40〜44歳
ウ 45〜49歳
エ 50〜54歳
オ 55〜59歳
カ 60〜64歳
キ 65〜69歳
ク 70〜74歳
ケ 75〜79歳
コ 80歳以上



  

改            正            後 現                       行 

（別紙１） 
Ⅱ．１号事業（多⾯的機能⽀払） 
１．・２．（略） 
３．活動の計画 
（１）（略） 
（２）資源向上⽀払（共同） 
 １）（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１－４号） 
【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第１－５号） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

 

 

（別紙１） 
Ⅱ．１号事業（多⾯的機能⽀払） 
１．・２．（略） 
３．活動の計画 
（１）（略） 
（２）資源向上⽀払（共同） 
 １）（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１－４号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第１－５号） 

（新設） 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第１－６号） 
【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 
（様式第１－７号） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第１－８号） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

（別添） 

１．・２．（略） 

３．多⾯的機能⽀払交付⾦に係る事業の成果 
（１）（略） 
（２）資源向上⽀払（共同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１－６号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第１－７号） 
（新設） 

 

 

 

（様式第１－８号） 

（新設） 

 

（別添） 

１．・２．（略） 
３．多⾯的機能⽀払交付⾦に係る事業の成果 
（１）（略） 
（２）資源向上⽀払（共同） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第１－９号） 

【活動組織から市町村に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第１－10 号） 

【活動組織が作成・保管するもの】                 農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－１号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－２号） 

【市町村から活動組織に通知するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－３号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１－９号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第１－10 号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第２－１号） 

（新設） 

 

 

 

 

（様式第２－２号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第２－３号） 

（新設） 

 

（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２－４号） 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２－４号） 

（新設） 

 

（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第２－５号） 

【市町村から広域活動組織に通知するもの】             農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－６号） 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－７号） 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２－５号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第２－６号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第２－７号） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１）～（別紙３）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１）～（別紙３）（略） 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第２－９号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－10 号） 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２－９号） 

（新設） 

 

 

 

（様式第２－10 号） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第２－12 号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２－14 号） 

【市町村が作成・保管するもの】                  農林水産省様式 

 

 

 

（様式第２－12 号） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２－14 号） 

（新設） 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第２－15 号） 

【市町村から都道府県に提出するもの】               農林水産省様式 

 

番   号 

年 月 日 

 

○○都道府県知事 殿 

 

○○市町村長 

 

○○ 年度 

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書 

中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告書 

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施結果報告書 

の提出について 

 

対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったの

で、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2254 号農

林水産事務次官依命通知）の別紙１の第 8 の２の（２）及び別紙２の第 8 の２の

（２）、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12

構改Ｂ第 74 号農林水産構造改善局長通知）第 16 の４及び環境保全型農業直接支払

交付金実施要領（平成 23 年４月１日付け 22 生産第 10954 号生産局長通知）第 13

の２に基づき、下記関係書類を添えて報告する。 

 

記 

 

1．多面的機能支払実施状況確認表（別紙） 

2．中山間地域等直接支払交付金実施状況確認表（別紙） 

3．環境保全型農業直接支払交付金の実施結果整理表（別紙１及び２） 

 

    （注）１については、確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書及び

実施状況確認チェックシートを提出すること。 

 

 

 

 

（様式第２－15 号） 

（新設） 

 

番   号 

年 月 日 

 

○○都道府県知事 殿 

 

○○市町村長 

 

○○ 年度 

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書 

中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告書 

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施結果報告書 

の提出について 

 

対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったの

で、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2254 号農

林水産事務次官依命通知）の別紙１の第 8 の２の（２）及び別紙２の第 8 の２の

（２）、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12

構改Ｂ第 74 号農林水産構造改善局長通知）第 16 の４及び環境保全型農業直接支払

交付金実施要領（平成 23 年４月１日付け 22 生産第 10954 号生産局長通知）第 13

の２に基づき、下記関係書類を添えて報告する。 

 

記 

 

1．多面的機能支払実施状況確認表（別紙） 

2．中山間地域等直接支払交付金実施状況確認表（別紙） 

3．環境保全型農業直接支払交付金の実施結果整理表（別紙） 

 

    （注）１については、確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書及び

実施状況確認チェックシートを提出すること。 

 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

（様式第２－16 号） 

【都道府県から国に提出するもの】                 農林水産省様式 

 

番   号 

年 月 日 

 

地方農政局長（北海道にあたっては農 

  村振興局長、沖縄県にあたっては内閣 

  府沖縄総合事務局長          殿 

○○都道府県知事 

 

○○ 年度 

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書 

中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告書 

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施結果取りまとめ報告書 

の提出について 

 

対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったので、

多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2254 号農林水産事

務次官依命通知）の別紙１の第８の２の（3）及び別紙２の第８の２の（3））、中山

間地域等直接支払交付金実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 74 号農

林水産構造改善局長通知）第 16 の４及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平

成 23 年４月１日付け 22 生産第 10954 号生産局長通知）第 13 の 3 に基づき、下記関係

書類を添えて報告する。 

 

記 

 

1．多面的機能支払実施状況確認表（別紙） 

2．中山間地域等直接支払交付金実施状況確認表（別紙） 

3．環境保全型農業直接支払交付金の実施結果取りまとめ整理表（別紙１及び２） 

 

   （注）１については、確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書及び実

施状況確認チェックシートを提出すること。 

 

 

 

（様式第２－16 号） 

（新設） 

 

番   号 

年 月 日 

 

地方農政局長（北海道にあたっては農 

  村振興局長、沖縄県にあたっては内閣 

  府沖縄総合事務局長          殿 

○○都道府県知事 

 

○○ 年度 

多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書 

中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況報告書 

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施結果取りまとめ報告書 

の提出について 

 

対象組織の事業計画に定められている活動の実施状況について確認を行ったので、多

面的機能支払交付金実施要綱（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2254 号農林水産事務

次官依命通知）の別紙１の第８の２の（3）及び別紙２の第８の２の（3））、中山間地

域等直接支払交付金実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 74 号農林水

産構造改善局長通知）第 16 の４及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成 23

年４月１日付け 22 生産第 10954 号生産局長通知）第 13 の 3 に基づき、下記関係書類を

添えて報告する。 

 

記 

 

1．多面的機能支払実施状況確認表（別紙） 

2．中山間地域等直接支払交付金実施状況確認表（別紙） 

3．環境保全型農業直接支払交付金の実施結果取りまとめ整理表（別紙） 

 

   （注）１については、確認表とともに、対象組織が提出した実施状況報告書及び実

施状況確認チェックシートを提出すること。 

 

 

 



  

改            正            後 現                       行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添）（略） 
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